
令和 4 年 5月 31 日 

 

各倫理委員会委員長 殿 

 

学校法人日本医科大学中央倫理委員会 

委員長 臼田 実男 

 

教育・研修の受講確認時期変更について 

 

千駄木地区で先行実施しておりました教育・研修の受講確認時期について、5 月の学校法

人日本医科大学中央倫理委員会で審議した結果、申請時点で教育・講習を受講していること

が本来の研究者の姿であり、変更することが提案されました。下記の様に変更しましたので、

報告いたします。（千駄木地区以外につきましては、現行とおりの実施をお願い致します。） 

 

記 

変更前 

【千駄木地区のみ先行実施】 

①研究責任者は、申請時に有効期限内の教育受講歴が無い場合は申請を受け付けません。 

 ②研究責任者以外は、申請時に教育受講歴の有無は問いません。  

③研究機関の長の実施許可を受ける際に、研究責任者と責任者以外の研究者が共に、

教育受講歴の有効期限切れだった場合は、研究実施許可の決裁は下りません。 

即ち、実施許可を受ける際には、すべての研究者が教育受講歴の有効期限を満たして

いることが条件となります。(令和 3 年 3 月 30 日付送付文書より) 

 

変更後 

申請時及び実施許可申請時に、すべての研究者が教育・講習を受講していることを条件と

する。 

 

以上 
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以上 
 

倫理委員会 

実施許可申請 

研究責任者の受講確認 全ての研究者の受講確認 

倫理委員会事務局が受
講状況を確認し、研究
者に受講を通知 

結果通知 

本申請 
（申請受付） 

実施許可 

仮申請 

倫理委員会事務局が申請内
容の整備と受講確認完了後
に申請受付 

倫理委員会 

実施許可申請 

結果通知 

本申請 
（申請受付） 

実施許可 

仮申請 

実施許可申請する研究機関にお
ける全ての研究者の受講確認 

倫理委員会事務局が申請内
容の確認と受講確認を⾏い
実施許可書発⾏⼿続き 

実施許可申請する研究機関にお
ける全ての研究者の受講確認 

倫理委員会事務局が申請内
容の確認と受講確認を⾏い
実施許可書発⾏⼿続き 


